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プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
購

入
す
る
際
に
は
、
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
購
入
引
換
券
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
購
入
引
換
券
１

枚
に
つ
き
、
商
品
券
５
冊
ま
で

購
入
可
能
で
す
。

購
入
対
象
者
①

　

�

令
和
元
年
度
の
住
民
税
が
課

さ
れ
て
い
な
い
方（
生
活
保

護
を
受
給
し
て
い
る
方
等
を

除
く
）

購
入
対
象
者
②

　

�

平
成
２８
年
４
月
２
日
か
ら
令

和
元
年
９
月
３０
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
子
の
い
る
世
帯
の
世

帯
主

※�

①
、
②
両
方
該
当
す
る
方
は

そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
な
り
ま
す

購
入
引
換
券
交
付
申
請
手
続
き

　

購
入
対
象
者
①
の
方
は
、
購

入
引
換
券
交
付
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
購
入
対
象
と
な
る

可
能
性
が
あ
る
方
に
は
、
市
か

ら
お
知
ら
せ
と
申
請
書
等
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
申
請
書

等
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同

封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
い
た

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

事
業
の
お
知
ら
せ

だ
く
か
、
市
役
所
２
階
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
事
業
推
進
本
部

ま
で
持
参
く
だ
さ
い
。

（
申
請
期
限
は
令
和
２
年
２
月

２８
日
（
金
）
ま
で
で
す
）

　

な
お
、
交
付
申
請
書
は
平
成

３１
年
１
月
１
日
時
点
に
住
民
票

が
あ
っ
た
市
町
村
か
ら
送
付
さ

れ
ま
す
。

　

購
入
対
象
者
②
の
方
は
申
請

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
購
入

引
換
券
の
発
送
を
お
待
ち
く
だ

さ
い
。

購
入
引
換
券
発
送
時
期
／　

　

下
記
の
表
の
と
お
り
で
す

※�

購
入
引
換
券
の
再
発
行
は
行

い
ま
せ
ん
の
で
紛
失
に
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

転
入
者
の
購
入
引
換
券
の
交
換

に
つ
い
て
／

　

基
準
日
の
翌
日
以
降
に
転
入

さ
れ
た
方
で
、
稚
内
市
以
外
の

自
治
体
で
発
行
さ
れ
た
購
入
引

換
券
を
お
持
ち
の
方
は
、
発
行

さ
れ
た
購
入
引
換
券
を
持
参
い

た
だ
く
と
、
稚
内
市
発
行
の
購

入
引
換
券
と
交
換
し
ま
す
。

（
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
が

必
要
に
な
り
ま
す
）

◆
商
品
券
の
購
入
に
つ
い
て

商
品
券
の
金
額
／

　

�

１
冊
４
千
円（
券
面
額

５
０
０
円
×
１０
枚
綴
り
）

購
入
限
度
額
／

購
入
対
象
者
①
…

　

�

券
面
額
２
万
５
千
円

　
（
購
入
額
２
万
円
）

購
入
対
象
者
②
…

　

��

券
面
額
２
万
５
千
円

　

�（
購
入
額
２
万
円
）×
対
象
児

童
の
人
数

商
品
券
購
入
可
能
期
間
／

　

１０
月
１
日
（
火
）
～
令
和
２

　

年
２
月
２８
日
（
金
）　

�

購
入
に
必
要
な
も
の
／

　
購
入
引
換
券
、
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
、
介
護
保
険
被
保

険
者
証
等
）

※�

商
品
券
の
購
入
は
現
金
の
み

購
入
場
所
／

　

左
の
表
の
と
お
り
で
す

商
品
券
使
用
可
能
店
舗
／

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、

稚
内
商
工
会
議
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

引
換
券
交
付
時
に
使
用
可
能

店
舗
一
覧
も
送
付
し
ま
す
。

商
品
券
使
用
可
能
期
間
／

　

１０
月
１
日
（
火
）
～
令
和
２

　

年
３
月
３１
日
（
火
）

※�

商
品
券
使
用
可
能
期
間
が
経

過
し
た
場
合
で
も
返
金
は
行

い
ま
せ
ん
。

商
品
券
の
使
用
対
象
外
商
品
／

・�

現
金
と
の
換
金
や
出
資
、
金

　

１０
月
１
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
の
引
上
げ
が
家
計
に

与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
消
費
を
下
支
え
す

る
た
め
に
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
発
行
し
ま
す
。

対　象　者 基準日 購入引換券送付時期

購入対象者① 平成31年1月1日 (9月下旬まで受付分)
９月下旬頃

購
入
対
象
者
②

平成28年4月2日から令和元年6月1日
までに生まれた子のいる世帯の世帯主 令和元年6月1日 9月下旬頃

令和元年6月2日から令和元年7月31日
までに生まれた子のいる世帯の世帯主 令和元年7月31日 10月上旬頃

令和元年8月1日から令和元年9月30日
までに生まれた子のいる世帯の世帯主 令和元年9月30日 11月上旬頃

場所 期間 時間

稚内市役所1階
総合窓口課フロア
特設窓口

10月1日（火）～
10月11日（金）
10月5日（土）、6日（日）は開庁

8 時 45 分 ～
19時

10月15日（火）～
10月31日（木）
（土日祝日を除く）

8時 45 分 ～
17時30分

稚内市役所2階
プレミアム付商品
券事業推進本部

11月1日（金）～
令和2年2月28日（金）
（土日祝日を除く）

8時 45 分 ～
17時30分

宗谷支所
沼川支所

10月1日（火）～
令和2年2月28日（金）
（土日祝日を除く）

8時 45 分 ～
17時30分

市内郵便局（※）
10月1日（火）～
令和2年2月28日（金）
（土日祝日を除く）

9時～ 17時

※�稚内郵便局、宗谷郵便局、沼川郵便局、宗谷岬郵便局、声問
郵便局、稚内港郵便局、抜海郵便局、勇知郵便局、稚内宝来
郵便局、稚内南郵便局、稚内潮見郵便局、稚内萩見郵便局

対象者別の基準日と購入引換券の送付時期

商品券が購入可能な場所と購入期間等

融
商
品
の
購
入
な
ど

・�

換
金
性
の
高
い
商
品
券
、

ビ
ー
ル
券
、
プ
リ
ペ
イ
ド

カ
ー
ド
な
ど

・�

国
、
地
方
公
共
団
体
等
へ
の

公
共
料
金
等
の
支
払
い

・�

性
風
俗
特
殊
営
業
等
へ
の
使

用
・�

た
ば
こ
の
購
入
（
た
ば
こ
事

業
法
第
３６
条
第
１
項
に
よ
り

禁
止
）
等

※�

商
品
券
の
利
用
に
際
し
、
つ

り
銭
は
で
ま
せ
ん
。　

問
い
合
わ
せ
／

　

�

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

推
進
本
部
（
市
地
方
創
生

課
）

　

☎
２
３
‐
６
２
１
５

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
随
時
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

市
が
保
有
し
て
い
る
公
文
書

の
公
開
を
請
求
す
る
権
利
を
保

障
す
る「
情
報
公
開
制
度
」と
、

市
民
の
個
人
情
報
を
適
正
に
取

り
扱
い
、
そ
の
開
示
等
を
請
求

す
る
権
利
を
保
障
す
る「
個
人

情
報
保
護
制
度
」が
、
平
成
３０

年
度
の
１
年
間
で
ど
の
程
度
利

用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

▽
情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

　

平
成
３０
年
度
に
お
け
る
公
文

書
公
開
請
求
の
件
数
は
、
３７
件

で
、
昨
年
度（
７
件
）に
比
べ
３０

件
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

内
訳
に
つ
い
て
は
左
の
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽�

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用

状
況

　

平
成
３０
年
度
に
お
け
る
個
人

情
報
開
示
請
求
の
件
数
は
、
０

件
で
、
昨
年
度（
２
件
）に
比
べ

２
件
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
市
民
の
皆
さ
ん
が

利
用
し
や
す
い
制
度
の
運
用
に

努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
質

問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
市
総

務
防
災
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

　

�

市
総
務
防
災
課
法
規
文
書
グ

ル
ー
プ

　

☎
２
３
‐
６
２
５
９

年度 請求
件数 公開 一部

公開 非公開 不存在 存否
拒否 取下げ

平成25年度 34 9 14 6 5 0 0
平成26年度 22 7 15 0 1 0 0
平成27年度 10 1 5 0 4 0 0
平成28年度 19 8 10 0 2 0 0
平成29年度 7 3 3 0 0 0 1
平成30年度 37 17 13 0 8 2 0

情報公開制度 【年度別公開請求件数及び運用状況】

年度 請求
件数 開示 一部

開示 非開示 不存在 存否
拒否 取下げ

平成25年度 2 2 0 0 0 0 0
平成26年度 1 0 1 0 0 0 0
平成27年度 3 2 0 0 1 0 0
平成28年度 0 0 0 0 0 0 0
平成29年度 2 1 1 0 0 0 0
平成30年度 0 0 0 0 0 0 0

※公開請求のあった1事案を分割して複数の決定をしている
　ものがあるため、請求件数と運用状況の件数は一致しません。

個人情報保護制度 【年度別開示請求件数及び運用状況】

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度
の

運
用
状
況
に
つ
い
て

平
成
３０
年
度


